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処分の概要 公私連携保育法人の指定

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第56条の8第1項

法 令 番 号 昭和22年法律第164号

【基準】

法第56条の8第1項の規定による。

第56条の8 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当

であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から

必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て

支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条におい

て同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めら

れるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とす

る法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。

標準処理期間 30日

備考

設 定 年 月 日 令和7年4月1日 最終変更年月日 年  月  日


